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あなたの生活と行政をつなぐ 広報佐久

平成30年度

一般会計・特別会計・公営企業会計

決算概要



市税

繰越金

国・県支出金

その他（依存財源分）

一般会計
歳　入 458億2,279万7,769円

127億7,216万6,597円

決算概要

諸収入

地方交付税

市債

平成30年度末の
基金および市債現在高
〈基金〉（定額運用基金を除く）

314億1,342万5千円
〈市債〉

461億72万5千円
（市民一人当たり：45万1,542円）

一般会計・特別会計・公営企業会計
平成30年度 　令和元年佐久市議会第3回定例会において、平成30年度の決算

が認定されましたので、その概要をお知らせします。
　一般会計の歳入歳出差引額（11億8,014万5,644円）から、
平成30年度から令和元年度に繰り越した事業に充当すべき財源
（2億2,132万8,400円）を差し引いた額（実質収支額）は、9億
5,881万7,244円となりました。

自
主
財
源　

42.3
％

依
存
財
源　

57.7
％

その他（自主財源分）

27.9%

4.6%

2.1%

7.7%

27.7%

15.1%

8.8%

6.1%

市民の皆さんなどから納付された税金
　「入湯税」と「都市計画税」は、使い道が決められている「目
的税」です。
　入湯税（4,036万850円）は、観光施設の整備、観光振興のた
めに使われています。
　都市計画税（6億7,348万3,866円）は、都市計画事業（道路
や公園、街路、公共下水道事業などのまちづくり）のために使わ
れています。

139億522万3,043円（14万646円）
高齢者・障害者・児童福祉や生活保護などに使ったお金

21億1,073万3,687円
他の収入科目に区分されない収入をまとめたもの

69億3,580万5,471円
市の事業に対し、国や県から交付された補助金など

27億8,135万7,530円
地方譲与税、地方消費税交付金などの各種交付金

40億1,850万円
学校建設などにあたり、国や金融機関から借りたお金
市では、交付税措置率の高い市債を借り入れています

9億4,788万1,275円
前年度から繰り越したお金

35億4,720万4,209円
分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金

127億914万9,000円
市区町村の財源の不均衡を調整するため、それぞれの財政状況に
応じて交付されるお金

一般会計
歳　出 446億4,265万2,125円

民生費

土木費

教育費

総務費

公債費

衛生費

商工費

農林水産業費
消防費
その他その他

31.2%

14.6%

13.3%

12.6%

9.5%

8.3%

5.0%

2.4%
2.2%

0.9%

65億3,044万9,916円（6万6,053円）
市債（借入金）の元金・利子の償還(繰上償還含む）に使ったお金

59億4,337万2,816円（6万115円）
道路・公園・市営住宅などの建設や管理などに使ったお金

56億1,697万1,038円（5万6,813円）
小・中学校建設や管理運営、文化･スポーツの振興などに使ったお金

42億3,469万6,785円（4万2,832円）
人事・財産管理、企画や選挙、戸籍・住民票事務などに使ったお金

37億1,047万5,673円（3万7,530円）
ごみ処理や環境保全、市民の健康増進や医療事業などに使ったお金

22億5,320万244円（2万2,790円）　
商工業の振興や観光事業などに使ったお金

10億8,034万78円（1万927円）
農林水産業の振興や土地改良などに使ったお金

9億5,919万6,892円（9,702円）
消防団の運営、消防・救急活動などに使ったお金

4億872万5,640円（4,134円）
議会運営、雇用や労働者支援、災害復旧などに使ったお金

※市民一人あたりの金額は、平成31年3月31日現在の人口98,867人で算出しています。
　（　）内が市民一人あたりの金額を表しています。
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佐久市の一般会計決算額を家計に置き換えてみました
一般会計決算額を1万分の1にして、1年間の家計の収支に置き換えると、次のようになります。

収　入
給料（市民税・固定資産税などの
市税（128万円）・地方交付税（127万円））

（1年間当たり）

預貯金等の状況

預貯金（基金残高） 314万円

ローン残高（市債残高） 461万円

うち、親からの援助
（地方交付税算入分：約80％）

369万円

差引本人負担額
（市債残高の約20％）

92万円

特別会計決算総括表

収入決算額
（消費税込）
支出決算額
（消費税込）
当年度純利益
（消費税抜き）
当年度未処理欠損金
（消費税抜き）

255万円

アパートや不動産等貸付収入
（市施設の使用料、財産収入など）

37万円

親からの仕送り・資金援助
（国・県からの補助金など）

97万円

家の増改築等ローンの借り入れ
（市債）

40万円

預貯金の引き出し
（基金からの繰入金など）

20万円

前年からの繰越金
（前年度繰越金）

9万円

合　計 458万円

支　出
食費
（職員や議員の給料などの人件費）

（1年間当たり）

58万円

光熱水費や日用品の購入費
（光熱費や消耗品購入などの物件費）

54万円

車や家電の修理費
（市が管理する施設などの維持補修費）

6万円

医療費
（福祉医療や生活保護などの扶助費）

71万円

町内会費や親戚・友人への支援
（補助費・投資及び出資金・貸付金）

73万円

家の増改築費
（道路や学校建設などの投資的経費）

77万円

子どもへの仕送り
（国民健康保険など他会計への繰出金）

37万円

住宅・自動車などのローン返済
（市債を返還する公債費）

64万円

預貯金
（基金への積立金）

6万円

合　計 446万円

収入と支出の
差引残高
（翌年度への繰越金）

12万円

（単位：円）
（単位：円）国保浅間総合病院事業会計

会　計　名 歳入決算額 歳出決算額 実質収支額
資本的収支収益的収支

介 護 保 険 会 計

障害者支援施設臼田学園会計

後期高齢者医療会計

住宅新築資金等貸付事業会計

奨 学 資 金 会 計

環境エネルギー事業会計

茂 田 井 財 産 区 会 計

合　　計

事 業 勘 定

へき地内山
診療所勘定

国 民 健 康
保 険 会 計

浅科診療所
勘 定

10,317,359,260

74,702

15,840,840

9,375,555,405

233,826,713

1,172,519,920

14,471,788

30,651,760

152,883,827

1,539,878

21,314,724,093

9,925,930,883

63,102

14,124,098

9,289,193,364

232,963,271

1,169,422,085

13,946,147

28,718,720

152,879,258

1,415,087

20,828,656,015

391,428,377

11,600

1,716,742

86,362,041

863,442

3,097,835

525,641

1,933,040

4,569

124,791

486,068,078

公営企業会計決算総括表

7,427,405,229

7,372,434,068

△ 4,359,861

850,200,612

427,216,000

722,963,478

収入決算額
（消費税込）
支出決算額
（消費税込）
当年度純利益
（消費税抜き）
当年度未処分
利益余剰金

（消費税抜き）

（単位：円）下水道事業会計

資本的収支収益的収支

3,498,891,860

3,373,054,117

99,914,443

847,732,482

1,310,889,720

2,293,786,524
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財政指標で見る佐久市の財政状況

経常収支比率

81.9％
（H29　82.2％）

県内19市中
１位

財政力指数

0.505
（H29　0.504）

県内19市中
16位

資金不足比率

健全化判断比率４指標

実質赤字比率 赤字なし
（県内全市赤字なし）

H29　赤字なし

早期健全化基準
11.90％

実質公債費比率 △0.3％
（県内19市中１位）

H29　0.0％

早期健全化基準
25.0％

連結実質赤字比率 赤字なし
（県内全市赤字なし）

H29　赤字なし

早期健全化基準
16.90％

将来負担比率 数値なし
（県内４市数値なし）

H29  数値なし

早期健全化基準
350.0％

国保浅間総合病院
事業会計

資金不足なし

下水道
事業会計

資金不足なし

　地方公共団体の財政構造の弾力性を判断する『経常収支比率』、財政力を示す『財政力指数』、地方公共団体の財
政が「健全」、「要注意」のいずれの状態にあるのか、また、各公営企業会計の経営状態を判断できる『財政健全化
判断比率4指標（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率）』および『資金不足比率』
は、次のとおりとなっています。
　なお、平成30年度決算に基づく佐久市の『健全化判断比率』は、4つの指標いずれも早期健全化基準を超えない
「健全な状態」を維持しています。

　地方公共団体の財政の弾力性（ゆと
り）を見るための指標です。この数値
が低いほど、財政にゆとりがあり、様
々な状況の変化に柔軟な対応が出来る
ことを示しています。

　地方公共団体の財政に力があるかどうかを表す指標です。この数値が
高いほど財政力が強く、1.0を上回れば普通交付税の交付を受けません。
　近年は数値が低い傾向にありますが、これは主に合併特例事業債など
の交付税措置率の高い市債を借り入れたことにより、普通交付税の算定
に係る基準財政需要額が増加しているためです。
<財政力指数>＝<基準財政収入額>÷<基準財政需要額>（3か年平均）

　一般会計等の1年間の収
入に対する、赤字の割合を
示すものです。この比率が
高くなるほど、赤字の程度
が大きいということになり
ます。

　公営事業会計を含む全て
の会計の１年間の収入に対
する赤字の割合を示してお
り、佐久市全体の赤字の程
度を表します。

　佐久市が一年間で自由に
使えるお金のうち、その年
の借金の返済に使われるお
金の割合を示すものです。

　佐久市が一年間で自由に
使えるお金のうち、一般会
計等が将来支払っていく借
金の返済額の割合を示すも
のです。この比率が大きい
ほど、将来の佐久市の財政
を圧迫すると見込まれます。

※実質赤字比率・連結実質赤字比率は算定の基礎となる赤字がなかったこと、将来負担比率は、将来負担額よりも
基金などの充当できる資金が上回ったことから数値はありません。
※早期健全化基準とは、国が示す「要注意状態」を判断するための基準で、この基準を超えると財政再建のための
計画を作り、立て直しに取り組む必要があります。

　資金不足額を公営企業の事業規模である料
金収入の規模と比較して指標化したものです。
　この比率が高いほど、料金収入に対する資
金の不足額が大きいことになり、料金収入だ
けで資金不足を解消するのが難しく、経営に
問題があることになります。
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